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福祉教育委員会 

令和4年9月26日（月） 

午前9時59分～午後3時56分 

議会第2会議室 

【出 席 委 員 】村岡 卓委員長、西岡真一副委員長、諸冨八千代委員、松永憲明委員、 

川副龍之介委員、福井章司委員、重田音彦委員、山下明子委員 

【欠 席 委 員 】川﨑健二委員 

【委員外議員 】なし 

【執行部出席者】 

・保健福祉部  大城保健福祉部長 

ほか、関係職員 

【案    件】 

・付託議案について 

 

○村岡委員長 

 皆さんおはようございます。ただいまより福祉教育委員会を開催いたします。 

 本日、川﨑委員より欠席の旨のお申出が出ておりますので、お伝えしておきます。 

 それでは初めに、22日の委員会で、高齢者・障がい者支援クーポン券支給事業に関し、

執行部に検討を求めていた件について、執行部に説明を求めます。 

○大城保健福祉部長 

 おはようございます。金曜日に福祉教育委員会からの意向、これはクーポン券支給より

も現金支給ということで提案いただきました。執行部としまして、その趣旨を尊重しまし

て、現金支給の方法を検討していきたいと考えております。今後、執行部のほうで組織の

体制ですね、それから、予算の組替え等が必要になりますので、支給の手続、それから、

支給のスケジュールなどは、議会、研究会のほうに随時相談しながら、速やかに支給を

行っていきたいと考えております。以上です。 

○村岡委員長 

 では、ただいまの説明について、委員の皆様からの御質疑をお受けいたします。御質疑

がある方は挙手をお願いいたします。 

○山下委員 

 現金支給を検討するということで、よかったなと思っていますが、最初の一連の説明の

中で、クーポンの場合の8,800万円のいろいろな事務経費が、現金支給の場合は7,700万円

ぐらいになるだろうと見られているということだったんですが、これはさらに圧縮される

見込みがあると考えてもいいのか。つまり広報とか、何かのやり方が変わってくるのかな

とか、届かなかった方に対する対応だとかということがなくなる部分があるのかなと思っ
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たり、口座振込だったらば確認が必要だということもおっしゃっていましたけれども、そ

こら辺との関係で、いろいろ細かいことは変わってくるかもしれないんですが、大体大ま

かな考え方としてはどういうことが想定されるか、御説明いただければと思います。 

○大城保健福祉部長 

 現金支給につきましては、今後検討していくということで、細かな詰めまでは行ってお

りません。もちろん経費については、概算で1,100万円ほど少なくなるということで言い

ましたけれども、それは今後委託とか、人件費ですとか、そういった部分で、なるべく必

要最小限の経費にとどめていきたいとは思っております。 

 それから、届かなかった方への対応としましては、これまで10万円の給付とかいろいろ

やっておりますので、そういったやり方を参考に、そこは届くような形で、我々としては

やりたいというふうに考えております。以上です。 

○川副委員 

 今後、現金支給を検討されて、後ほど委員研究会のほうで報告するということを言われ

ましたけど、ある程度大まかな計画というか、日程の計画等が今打ち出される、可能であ

れば聞いておきたいなと思いますけど。 

○大城保健福祉部長 

 まだ細かなスケジュールは決まっておりませんけれども、議会の承認が下りましたらシ

ステムを変更して、まずは対象者のリストを作成します。対象者のリストができて口座振

込しますので、口座振込の確認書というのを対象者のほうに郵送します。郵送した後に、

本人のほうにその口座の記載をしていただくか、あるいは今現在ある口座に振り込むか、

そこを市役所のほうに返していただきます。それで、その口座が出納室のほうに行きまし

て、正しければそこで振り込むというような形になります。 

 その期間がシステム改修から振込までということで、まだはっきりはしていません。

クーポン券の場合は、12月のクリスマスぐらいまでには振り込むと言っておりましたけれ

ども、その時期と同時期ぐらいにはですね、もちろんそこまでには振り込めると考えてお

ります。以上です。 

○村岡委員長 

 そのほか、御質疑のある委員の方。 

○西岡真一副委員長 

 以前に、この予算に関しましては市長から、クーポン券の支給を行うという発表がされ

ていたと思います。これに関する修正とかも必要になってくると思いますけれども、それ

はどのような取組をされるでしょうか。 

○大城保健福祉部長 

 記者会見のほうで、クーポンということで新聞の記事にもなったかと思いますので、そ

の分については、こちらの考え方がまとまった時点で皆さん方にお知らせしたいと思って
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おります。方法については、まだ決めておりません。 

○村岡委員長 

 では、ほかに御質疑、委員の皆様からお受けいたしますが、よろしいですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 では、ほかに質疑もないようですので、一旦執行部の職員の方は退室されて結構でござ

います。ただ、これから採決に当たりまして協議に入りますので、またその中で必要な点

を確認する点が出てきた場合は御対応いただきたいというふうに思いますので、よろしく

お願いいたします。 

◎執行部退室 

○村岡委員長 

 では、委員の皆様にお諮りいたします。ただいま執行部のほうより説明がありまして、

皆様のほうからは御質疑なしということでございました。ただ、事業内容については変更

点も出ている点がございますので、本来であればこれから採決というような形になるので

すが、会派のほうに持ち帰って検討する、検討とか、まず報告していただくことが必要か

なというふうに思いますけれども、ここで暫時休憩を取らせていただいてよろしいでしょ

うか。 

 皆さん、会派への周知、また説明については、どれくらいお時間を取ればよろしいで

しょうか。恐らくほとんど終わっているかなとは思いますが。あくまで暫時休憩ですけど、

目安として再開の時間を。自民党、いかがですか。 

（発言する者あり） 

 じゃ、10時半に再開したいと思いますので。 

 では、暫時休憩いたします。 

◎午前10時07分～午前10時30分 休憩 

○村岡委員長 

 それでは、福祉教育委員会を再開いたします。 

 それでは、採決に入りますけれども、各会派、整っていますでしょうか。 

○松永憲明委員 

 最終的には、先ほどの案件について、もっとやっぱり検討したいという意見があって、

意見としては一旦否決すべきではないかという意見まで出てきました。そういったことを

含めまして、今後の対応を含めて、もう一時間ほど会派で話合いしたいということになり

ましたので、そういうふうにお願いしたいと思います。 

○村岡委員長 

 ただいま松永憲明委員より、再度1時間休憩を取って会派のほうに持ち帰りたいという

申出がありましたけれども、皆さん、再度休憩を取らせていただいてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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 では、一応1時間としていただきましたので、再開を11時半からさせていただきたいと

いうふうに思います。 

 再度休憩に入ります。 

◎午前10時31分～午前11時30分 休憩 

○村岡委員長 

 それでは、福祉教育委員会を再開いたします。 

 休憩前に、採決に伴う検討をということで、再度、会派のほうに持ち帰りたいというこ

とで松永憲明委員より御意見がありまして、休憩を取らせていただきました。その後、採

決に当たって調われましたでしょうか。 

○松永憲明委員 

 実はいろいろまだ意見がありまして、調ってはいないんです。どういった意見が出たか

ということ等で申し上げておきたいんですが、まず事業名そのもの、名称そのものを変更

すべきではないかということですね。ですから、そういった内容なのに附帯決議だけで済

むのかという意見がかなり強く出ました。つまり修正すべきではないかということなんで

すよ。 

 それから、原案の予算のままで執行部が変えることが可能なのか、款項目のそれぞれ予

算額が明示されている中で、果たして簡単に変えることが可能なのかということなんです

ね。 

 それから、現金給付の方法というものを早急に検討すべきであるわけですけれども、い

つまでに決めていくか、このスケジュール、そういったものはどういうふうになっている

のか、これは執行部に尋ねたいということであります。 

 それからもう一つは、市民への事業内容変更の周知、もう既に記者レクが行われて、市

長が発表して、新聞報道等もなされているわけでありますが、この事業内容を変更するわ

けでありますから、その周知を早急にすべきであると思うわけですね。ですけれども、い

つまでにそういったものを決めていくのかというスケジュールですね、そういうものがま

だはっきりしていないということで、執行部側にそういったものを問いただすべきではな

いかという意見が出されております。附帯決議で委員会で出すとなれば、我々としては納

得できるものであればそれはいいんですけれども、やっぱり持ち帰って、また協議させて

いただきたいなと思うんです。もし、そういうことになればですね。基本的には、やっぱ

り早急に修正すべきではないかというように思っているところです。 

○村岡委員長 

 今、松永憲明委員より御意見がありました。少し整理しますと、まずはクーポン事業か

ら現金支給の方法をとるということで、いわゆるクーポン券の支給という事業名から現金

になるといったような事業名の変更の部分、それと、原案のままで通った場合、内容と、

クーポン支給と現金支給という違った方法になることについて、いわゆる執行するに当
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たってのそごがないのかどうかという点、それと、現金給付をするに当たっての方法の検

討等も必要ですけれども、実際、その方法をどのように決定するのか、決定をいつまでに

やるのかといったようなスケジュールの部分、それと、4点目として、もう既に市民等に

広報されている部分について、この変更修正というのは早急にする必要があるという考え

の下、それをどういったスケジュールで考えておられるのかといったような部分を、採決

に当たってはこの点をクリアにしたいという御意見だったかと思います。 

 では、ほかに皆さんのほうから、この点については執行部に待機してもらっていますの

で、確認することは可能だと思います。ただ、内容をお伝えして答えをいただくまでの時

間というのも当然必要になってまいります。あと、せっかく執行部を呼びますので、再度

確認されたいこと等あれば。 

○福井委員 

 2点ですね。まず1点は、部長の発言の中に現金のほうでというような表現をされたので、

現金でということを再度確認させていただきたいというのが1点。 

 あとは、要するに私の考えの中では、これで附帯決議をつけて現金給付ということに

なってきたときに、その執行に当たっての、先ほどの松永憲明委員とちょっとかぶるかも

しれませんが、款項目のその辺の扱いについて、執行部の基本的な考え方というのはどう

なのかということを確認させていただきたいと。この2点です。 

○村岡委員長 

 では、福井委員のほうからは、改めて現金給付という部分での確たる発言なのかどうか

というような部分、それと、松永憲明委員も御指摘ありました、今の扱いのままで支給を

クーポンから現金に変えることということについて問題がないのかどうかと、その扱いに

ついてという、いわゆる法的な部分ですかね、そういったところの確認を取りたいという

ような御意見だったかと思います。あと、ほかに委員の皆さんから。 

○山下委員 

 これは質問というよりか、これまでの流れとの関係での発言なんですが、最初の執行部

の説明に対する質疑の中で、どういうスケジュールでやるのかとか、名称が変わったり、

市長がああやって発言しているわけだから、どうやって表明するのかという副委員長から

の質疑があったりしたのに対して、部長はある程度答えてあるわけですよね。 

 だから、もうちょっと細かいところを聞きたいという点での福井委員の申出だし、私も

もうちょっと細かいところを聞きたいというのはあるんですが、ただ、これは聞かれてい

たことに対して答えもあり、前半のところでそれに対して、特にそれ以上はなしと言われ

ていたのに同じことでまた聞かれるというのが何か不思議なところがあってですね。でき

れば、会派の方でいろいろ御意見をお持ちの方には傍聴に来ていただくように、余計な言

い方かもしれんけど、直接聞いてもらって、せっかくだから認識を共有しながらやってい

かないと、一々持ち帰りしていると委員も大変でしょうからね、御意見をお持ちの方はぜ
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ひ来てくださいとおっしゃっていただいたほうがいいのではないかなと思います。 

○村岡委員長 

 傍聴は自由なので、それこそ興味──興味というか、関心があればというような部分に

はなるので。ただ、今やっているのが福祉教育委員会だけしかやっていませんので、再開

の時間はその都度報告はしてもらっていますので。ありがとうございます。 

 では、こういった点、項目が複数にまたがりますので、執行部に内容をまずお伝えして

お答えをいただくというような部分でいうと、今の時間からですと、確実にお昼を回って

しまうかなと思いますので、これからコンタクトを取るんですが、ひとまず再開は午後か

らということでよろしいですか。 

（発言する者あり） 

 では、一旦1時で予定します。ただ、執行部から何時までにというふうに具体的に提示

があれば、その点については事務局に回ってもらって、再開の時間は変更させていただき

ますので、一旦1時に再開するということで、休憩に入らせていただきたいと思います。

よろしいでしょうか。 

◎午前11時39分～午後0時59分 休憩 

○村岡委員長 

 それでは、福祉教育委員会を再開いたします。 

 休憩前に委員のほうより確認事項を提示していただきました。この点につきまして執行

部の説明を求めます。 

○大城保健福祉部長 

 まず、現金支給についてはこちらの方向で進めるということで、私の説明がちょっとぼ

やけていたかと思いますけれども、そこは現金支給ということでやります。 

 まず、質問の中であった部分が、このクーポンの事業名を変更すべきではないか、そし

て款項目節、これの金額も修正すべきではないかというような意見がございました。それ

で、今回のクーポンを現金支給にするに当たりましては、この事項別明細、御存じのとお

り予算の説明書ですね。こちらのほうの変更をすることになります。 

 それで、この事項別明細につきましては、クーポン事業という形で記載しているんです

が、基本的には目と節の金額がずっと書いてあります。この分の変更につきましては、こ

れは行政実例によりますと、基本的には執行科目ということになっております。執行部の

範疇で変更するものというようなことになっております。基本的には、議案審査していた

だくときは、この事項別明細と予算の議案書をセットに説明して、それで承認いただくん

ですが、自治法上は、この款項目節でいいますと款と項ですね、この部分が議決科目、そ

して、目と節、これについては執行科目というようなことで区分されております。 

 今回、現段階で質問がありました現金給付した場合、1,100万円ほどの事務費の軽減に

なるというようなことを言っておりましたけれども、これはまだ正確な積み上げはしてい
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るものではありませんので、これは今の段階で修正というようなことは難しいというふう

な考え方をしております。この現金支給の詳細の制度がある程度決まった段階で、執行部

のほうで事業名の修正、それから、予算額の修正を行いたいというふうに考えております。 

 続きまして、支給のスケジュールと、今回、現金支給にした場合、この制度設計が決

まってくるんですけれども、これをいつ議会のほうに報告するのかということになります。

まず、支給のスケジュールについては、すみませんが、これはまだはっきりはしておりま

せん。令和2年に1人当たり10万円給付した事例を参考に申し上げます。 

 この10万円のときは、5月の頭に専決処分という形で予算を計上しております。それで、

5月15日から18日までの間に、10万世帯に確認書をお送りしています。この15日間の間に

システムの改修と、要するに、リストの打ち出しですね。それから、委託業者に頼みます

ので、委託業者で窓空き封筒で郵送する準備まで行ったのが5月の中旬までぐらいという

ことになります。それで、各家庭に10万件送りましたので、それがこの返信用封筒で返っ

てきます。返信用封筒で返ってきて、これは最初は多いんですけれども、結構長い期間

ずっと戻ってきますので、結構時間的にはかかったんですけれども、5月15日に送って、1

か月後の6月の半ばですね、中旬、これの期間までには約8割の世帯を支給しているという

ような状況でございます。 

 ですから、このスケジュールでいくと、11月中にはある程度の振込ができることになり

ますけれども、前回の10万円のときは国の制度の中で実施したということで、郵送する確

認書ですとか、そういったのがある程度様式が決まっていたんですよね。でも、今回の場

合は市でその分全部決めていかなければいけないということになりますので、幾つかまだ

ハードルが残されています。その分を含めても12月の中旬ぐらいまでには、先ほど午前中

もお答えしましたけれども、振込はできるというふうに考えております。 

 それから、この制度ですね、これが決まった段階で、議会のほうにある程度の報告を、

詳細を示さなければいけないということになります。これは我々もいち早く示さないと、

そこからの段取りができませんので、なるべく早く議会のほうには研究会等で示したいと

思っております。実際、10月の中旬までには示したいと。もちろん、これより早く決まれ

ば、これより早く示したいと。その中でスケジュール、それから支給の手続ですね、こう

いったものをお示ししたいというふうに思っております。 

 それから、次、広報になります。実は10月1日号の市報に、我々の保健福祉部としては

広報、クーポン券は載せておりませんでしたけれども、既に市長の記者会見の部分で、高

齢者と障がい者に5,000円クーポンということで載っています。もう配られていますので、

ここがちょっと訂正というか、そういった形はしなければいけないと思っています。 

 通常、現金支給につきましては、佐賀新聞とか、ぷらざとか、これは周知をするわけで

すけれども、市長が一旦記者会見で言っておりますので、何らかの形で、この制度が固

まった段階でお知らせする方法を考えないといけないかなというふうには思っております。
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特に高齢者と障がい者の方は現金のほうで、個人的には喜ばれるかと思いますけれども、

お店とか事業所ですね、こちらのほうは待っていたのに何でかというようなことがありま

すので、できるだけ早くそういった制度をですね、変わりましたということをお知らせし

たいと思っております。 

 議員の皆さん、とにかく、いつまでに、どうしてするのかということを聞かれると思い

ますけれども、今の段階では、あんまり詳しい内容は、本当ははっきり言って決まってい

ません。これから至急詰めていくというような状況でございます。以上でございます。 

○村岡委員長 

 それでは、ただいま執行部から説明がありました点について、委員の皆様から御質疑を

お受けしたいと思います。御質疑がある方は挙手をお願いいたします。 

○松永憲明委員 

 初めのほうで言われました款項目について、目と節は執行科目であるということは分か

りました。今の段階で修正していくということは、今すぐはちょっと無理だということで

すよね。ある程度決まった段階でというお話でしたけれども、これはいつ頃になりそうで

すか。 

○大城保健福祉部長 

 先ほど、制度が固まった段階でなるべく早く議会のほうに説明すると言いましたけれど

も、その日程が10月の中旬までということを言いましたので、決まれば、できるだけそれ

より早くしたいとは思っております。ただ、これは業者とまた交渉とかいろいろあります

ので、その辺りで時間を少し要するかも分かりません。 

○松永憲明委員 

 そうすると、この委員会への報告というのは、早ければ10月中旬というように見込んで

よいということですね。──それは分かりました。 

 そうすると、振込と最終的に決めて、11月の中旬頃には振込が可能ということでいいで

すか。 

○大城保健福祉部長 

 私が今説明したのは、令和2年に10万円の支給を行っています。そのスケジュール感を

もって、今回の5,000円の現金支給をした場合ということで、10月の中旬とかそういった

形になるだろうけれども、今の段階では、システム改修とか情報の問題とかいろいろあり

ますので、全部が同じような形でスムーズにできることが難しい可能性もございます。で

すから、早くて11月の終わりぐらいまでにはある程度の人に支給ができるだろうと。ただ、

最終的にはやはり我々も何があるか分からないので、今のところは12月の中旬までには皆

さん方に支給していきたいと。これはあくまでも確認書が戻ってきた方へですので、それ

以外の方は支給できないということになります。そこは、あとは追跡調査をやりますので。 

○村岡委員長 
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 では、最短で全てがスムーズにいった場合においてのみ、11月中も可能。ただ、やはり

何があるか分からないので、余裕を持てば12月半ばぐらいかなというような執行部の現時

点での考えのようです。 

○松永憲明委員 

 最後に、市長の記者会見で、もう既に市報が配られる状況になっているということで、

まだ見てはいませんけれども、刷り上がって配布体制に入っているという状況ですよね。

ですから、そうなってきますと早急にこれは広報していかないといけないと思うんですね。

もう決まっているやないかというふうに皆さんが思われてしまうわけでありますから、

やっぱりこれについては何らかの手を打たなくてはならないと思います。だから、これは

市長が記者会見で言うのかですね、何かやっぱりそれ相当の対応を早急に取らないといけ

ないんじゃないかなと思うんですけれども、これについてはどうですか、最終的に。 

○大城保健福祉部長 

 松永憲明委員が言われるとおりであります。29日が閉会ですね。それ以降ということで、

なるべく早い時期に、そういった市長が発言するような機会を捉えて言わなければいけな

いかなと思っています。以上です。 

○村岡委員長 

 では、ほかに御質疑のある方。 

○山下委員 

 事業名の関係で、国の交付金事業との関係ではどういうふうになるのか。変更した場合

にどういう影響があるのかどうか。コロナ交付金の活用で、必ずしもクーポンでなければ

ならないではないと思うんですが、例えば事業計画などを国に出しているのかとか、出し

た後だったら変更が必要になるんだろうかとか心配の声もあったんですが、その辺で、ま

だそれは議決して以降のことなのかどうかという辺りをちょっと。 

○大城保健福祉部長 

 これは私が言うのもあれなんですけれども、財政課のほうで取りまとめはされて、地方

創生臨時交付金の中でそういう申請がされると思います。ただ、事業のメニューとして、

このクーポン券が現金支給に変わったので、この交付金の支給が受けられないとか、そう

いったことはありませんので、そこは大丈夫だと思っております。 

○山下委員 

 支給方法までは特に、大丈夫だということで。だから、名称に関して、これが単なる支

援事業とかなっていれば、どっちでもよかったんだと思うんですが、名称変更とかそうい

うことも特には、大丈夫ということでよろしいですかね。 

○大城保健福祉部長 

 名称変更というのは、今、クーポン券になっているのを現金支給というような形にした

場合ということですよね。これは要するに制度自体が、今、国のほうで交付金の制度を
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持っておりますので、それに合致すれば問題ないということになります。 

○松永憲明委員 

 そうすると、この事業名称についても変更するということで確認していいですか。 

○大城保健福祉部長 

 クーポン券支給事業ではおかしいので、そこは変更します。 

○松永憲明委員 

 それで問題ないのか。 

○村岡委員長 

 影響はないか。 

○大城保健福祉部長 

 影響は、確かに先ほど言いましたように、広報でお知らせしているということで、そう

いったところの周知の部分では、やはり問題というか、いろんな市民からの声はあるかと

は思っております。制度的には大丈夫なんですけれども、予算上とか、そういった手続、

今回、市の執行部のほうで予算を、節の部分ですね、ある程度流用していかなければいけ

ないということになりますけれども、そこの部分については、必要な経費を我々も最小限

で見積もって、きちんとその節の部分の予算の整理をしたいというふうに考えております。 

○福井委員 

 今、部長がおっしゃったことからすると、この議案書の中の19ページの分の、いわゆる

高齢者・障がい者クーポン支給事業、高齢福祉課の分は、この文言のままということにな

るわけですか。そこのところはどうなんですか。 

○大城保健福祉部長 

 この19ページの高齢者・障がい者クーポン支給事業ですね、ここは名称を変えなければ

いけません。 

○山下委員 

 だから、変更するということを前提に、この議案、つまり、今この名称の議案になって

いるじゃないですか。だから、これは変更するんですということを前提の上に、我々はそ

うだということで対応することになるということでよろしいんですかね。だから、結局そ

このところは、今そういう意思表示がされたにせよ、議会は議会としてまたいろいろと考

えるかもしれませんが、これは変更するんですという前提だと思ってよろしいということ

で、確認。 

○大城保健福祉部長 

 それは言われたとおりで、もちろんですね。 

○松永憲明委員 

 今の件で、委員会ではそうなんですけれども、議会全体の中にはどういうふうな手続で

されるんですか。全体会議の中で、やっぱりきちっと再提案しないといけないんじゃない
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ですか。そこら辺はどうなんですか、手続上の問題として。 

○大城保健福祉部長 

 これは最終的にどういった形で結論をですね、この委員会で、この現金支給に対して出

されるかということで我々は対応していきます。その中で、先ほど説明しました事項別明

細、こちらの節、それから目ですね、これを変更する場合は、これはあくまで議会の議決

の範疇にはないので、事項別明細の変更をする場合は執行部の権限の範疇になるというこ

とで、我々としましては、議員からの現金支給という要望を受けて、これに変えますと。

ただ、事項別明細の権限を変えることは我々執行部の範疇ですので、それを、もちろん信

義則というか、約束を守ってやっていくというようなことになります。 

○福井委員 

 つまり、今議会の現段階の中でいうと、要するに、今の節と目の部分については、現段

階でこのままでということになるわけですよね。実際、執行の段階においては、それは名

称変更ということになるんですよという、こういう理解でいいわけですか。 

○村岡委員長 

 今、福井委員言われたような対応になります。 

○重田委員 

 今、松永憲明委員が聞かれているのは議会運営上のことけんですよ、それば執行部に聞

かれてでん、なかなか執行部は分からんと思うけん、議会事務局から答弁していただいた

ほうが分かりやすかとやなか。全体の流れはどがんなるかというと。 

○村岡委員長 

 これは今後の流れという部分でいいですか。 

○倉持議会事務局副局長兼議会総務課長 

 じゃ、事務局のほうからですけれども、まずもって、この議案に対して議会がどう判断

されるかというところが1つ。今、執行部のほうに、委員会全体的な意見に近い形で現金

支給ということを求められて、執行部はそれに従って、やりますというような答弁が返っ

てきています。議会としてはこれを採決しまして可決した場合、これの答弁はここの公開

された委員会の中で答弁されていますので、当然に答弁されたとおりにされるというのが

筋なんですけれども、議会として何かアクションを起こされるということであれば、委員

長報告の中にそういうことを盛り込むのがまず1つあります。 

 それともう一つ、それでちょっと事足りないということであれば、附帯決議を出すとい

う方法があります。最終的にはこの議案の採決は本会議でなされることになりますので、

仮にその附帯決議をこの委員会でもし出されるようであれば、本会議のほうにも附帯決議

を提出していただいて、本会議で議決することによって議会全体の意思とするという手法

はございます。選択肢としてはそういうような形があります。 

○村岡委員長 
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 整理しますと、まずは賛否を委員会のほうで諮り、それに対して委員長報告をする。も

う一つ、附帯決議を付す。この部分において議会の意思を示すということで、まず委員会、

その後の本会議において、再度それぞれ採決を行う形になりますので、実際の執行権の範

囲での目、節の中身の変更は、あくまで執行部側の内部処理の問題になってきますので、

議会の意思をきちっと示すという部分では、先ほど事務局から説明があったような方法を

もってすることで、内容としてはそうなんですけれども、それをきちんと表に出すという

効果があるのかなというふうに考えます。御理解いただけますか。以上、まとめて言うと。 

○松永憲明委員 

 会派の会議の中で、お金をもらうのを辞退したいと、前回10万円の場合も辞退というの

があったと思うんですけれども、辞退したいという場合は、届けはできるのかどうかとい

うことなので、要らないという人が辞退するということに対して、どういう形ができるの

か。あるいは、それはやりっ放しだからできないというのか、そこら辺についてはどうな

んでしょうか。 

○大城保健福祉部長 

 10万円のときも辞退された方がやっぱり何十人がいたと思います。そのときは、こちら

のほうから対象者に確認書を送るんですけれども、辞退という欄にチェックを入れていた

だいたんですよね。その方には10万円は振り込まないということになります。ただ、今回

はそこはまだ、確認書の分ですね、本人に確認する分の様式とか、まだ何も決めておりま

せん。その辞退の欄を設けるのかどうか、返ってこない分については辞退とみなすのか、

そういったことはどちらにするかまだ決めておりませんけれども、基本的には皆さんに行

き届くようにしたいというふうに思っていますので、戻ってきていない分についてはある

程度の確認をしていくと。ただ、辞退する部分についてはチェックを設けるかどうかは、

今のところ決めていません。 

○松永憲明委員 

 私は、辞退というのは基本的に要らないと思うんですよね。全員に支給するという方向

ですから、それは必要ないだろうと思うんですけれども、前回そういうのがあったもんで、

今回もそういう手続をするのかどうかという確認なんですけどね。 

○村岡委員長 

 では、ほかに御質疑のある方がいらっしゃれば、挙手をお願いいたします。 

○山下委員 

 質疑ではなく意見ですが、今回、最初クーポンということでずっと言われていましたけ

ど、議会側からの絶対現金でやるべきだというかなり強いやり取りの中で方向転換を図ら

れたこと自体はよかったなと思います。議会と執行部との関係からいってもですね、より

よい方向をこちらも求めながらやってきたことだったのでですね。 

 やっぱり、いろんな新しいことをやるときに、事前にきちんとリサーチしてくださいと
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いうことは、あらゆることで言ってきているにもかかわらず、今回もそこら辺が不十分

だったということがすごく感じられるので、今後、本当に何かやるときは、もうちょっと

大所高所から見ながら、きちっとリサーチしながらやってもらいたいなということを、す

みません、あえて評価とともに意見として申し上げたいと思います。 

○村岡委員長 

 では、ほかに御質疑のある方。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 では、執行部からの説明は以上ということになりますので。 

 では、執行部の皆さん、ありがとうございました。退室していただいて結構でございま

す。 

◎執行部退室 

○村岡委員長 

 それでは、委員の皆様にお諮りいたします。先ほどの説明を求めた分についての説明が

ありました。これから採決のほうに移りたいと思いますが、採決の前に休憩は必要でしょ

うか。 

（発言する者あり） 

 必要ですね。お時間はどれくらい必要でしょうか。 

（発言する者あり） 

 切りよく2時再開ということで、めどにしたいと思います。よろしいですか。 

（発言する者あり） 

 では、2時に再開いたします。再開後は採決というような流れになりますので、よろし

くお願いいたします。 

◎午後1時26分～午後1時59分 休憩 

○村岡委員長 

 それでは、福祉教育委員会を再開いたします。 

 まず、今後の採決の順序について説明いたします。採決の順序につきましては、まず、

決算議案の認定について採決を行います。次に、決算議案に関する附帯決議案について採

決を行います。次に、決算以外の議案についての採決を行います。以上の流れで行います

ので、よろしくお願いいたします。 

 それではまず、付託されました決算議案の認定について採決を行います。 

 お伺いいたします。当委員会に付託された決算議案について反対意見はございませんか。

○山下委員 

 54号の一般会計歳入歳出決算議案と、55号の国保特別会計歳入歳出決算、それから、57

号の後期高齢者医療保険特別会計決算についての認定に反対を表明します。 

○村岡委員長 
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 それでは、意見は後ほどお伺いいたします。 

 それでは、ほかに決算議案に対する反対の御意見はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 では、山下委員から、第54号、55号並びに57号について反対の意見があるということで

ございますので、山下委員のほうから反対についての御意見を伺いたいと思います。 

○山下委員 

 54号に関しては、令和2年度に引き続いて、全体としてどれも黒字決算に、コロナの関

係で事業ができなかったとかいうことでの黒字決算になってはいるのですけれども、その

中で、どれだけ市民に対して必要な手だてができていたかということを見た場合に、例え

ば子育て支援に関して、保育所や放課後児童クラブの待機児解消に向けた取組や拡充とい

う点で、保育士の処遇改善というのは年度途中で少し改善された部分はもちろんあったわ

けですが、まだそういっても園待機児童に対しての対応が十分だとは言えないということ

と、放課後児童クラブに関しては、条例上、4年生以上も受入れの対象になっているにも

かかわらず、そこが待機児の数字の中からも外されてしまっていて、どうしても場所や人

の配置で遅れてしまうということを理由に、ずっとなかなか解決できないままになってい

るという点で、ここはやはりもっと思い切った対応策が必要だったのではないかというこ

と。 

 それから、障がい者の地域支援事業の中で、日中一時支援ですとか、それから、移動支

援事業ですとか、そういうところが本当に実情に合った対応にはなっていないのではない

かということを質疑の中で改めて感じました。 

 それから、学校給食の選択制弁当方式についても、これは完全給食、全体の給食にすべ

きだということをこれまでも指摘してまいりました。そういう辺りで認定に反対というこ

とです。 

 国保については、今回また令和2年度に続いて31億1,152万円の黒字ということで、相当

黒字が広がっているし、基金も1億5,000万円だったのが2億円になっているという中で、

法定の減免以外の被保険者への負担軽減策がやはりまだまだ低いということで、独自の軽

減策というのはもっと必要なのではないかということをこれまでも言ってまいりましたが、

なお黒字が増えている中で、この対応が必要だったんではないかということですね。 

 それから、高齢者、後期高齢に関しては、年齢で区切ってやっているというこの制度そ

のものに対して、やはり今から負担がさらに増えていくことは予定されていることもあっ

て、やっぱりこれは制度として問題だということをこれまでも言ってまいりましたので、

その点が同じ立場ということで反対です。 

○村岡委員長 

 それでは、採決に当たりまして、意見が分かれている第54号、第55号、第57号議案につ

いては、それぞれ挙手採決を行います。 
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 次に、第56号、第62号議案について、一括して簡易採決を行いたいと思いますが、御異

議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしということですので、そのように順次採決を行います。 

 それでは、意見が分かれました第54号、第55号、第57号議案について、それぞれ挙手に

より採決を行います。 

 なお、挙手されない場合は反対として取り扱います。 

 お諮りいたします。第54号議案について、認定することに賛成の方は挙手をお願いいた

します。 

（賛成者挙手） 

 賛成多数と認めます。よって、第54号議案は認定すべきものと決定いたしました。 

 次に、第55号議案について、認定することに賛成の方は挙手をお願いいたします。 

（賛成者挙手） 

 賛成多数と認めます。よって、第55号議案は認定すべきものと決定しました。 

 最後に、第57号議案について、認定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

 賛成多数と認めます。よって、第57号議案は認定すべきものと決定いたしました。 

 次に、第56号、第62号議案につきましては、一括して採決いたします。 

 お諮りいたします。第56号、第62号議案について、それぞれ認定することに御異議ござ

いませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認めます。よって、以上の諸議案は認定すべきものと決定いたしました。 

 以上で当委員会に付託された決算議案の採決を終了いたします。 

 続きまして、ただいま認定すべきものと決定いたしました決算議案に対し、お手元の別

紙1の内容で附帯決議について協議してまいりましたが、この案について──9月26日の決

算の附帯決議案ですね──この案について、これまで協議を行ってまいりました。これま

での委員間協議の経過から、採決につきましては挙手採決で行いたいというふうに思いま

すが、御異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしということですので、挙手採決いたします。挙手されない場合は反対として

取り扱います。 

 お諮りいたします。決算議案に対し、添付資料のとおり、附帯決議を付すことに賛成の

方は挙手をお願いいたします。 

（賛成者挙手） 

 賛成少数と認めます。よって、決算議案に対する附帯決議は付さないものと決定いたし
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ました。 

 では、先ほど決定いたしました決算議案審査に関する本会議での委員長の口頭報告につ

いてですが、いかがいたしましょうか。御意見のある方は挙手をお願いしたいと思います。 

○松永憲明委員 

 委員長報告については、ぜひお願いしたいと思います。あらかた書いてある内容がある

と思いますので、それに沿って、委員長報告をぜひお願いしたいと思います。 

○村岡委員長 

 今御提案がありましたとおり、委員長報告については、ぜひさせていただきたいと思っ

ております。 

 また、附帯決議にまでは至りませんでしたけれども、放課後児童クラブの運営のことに

つきましては、一部、先ほど山下委員のほうから、反対意見ということで御意見もありま

したけれども、これについて報告することは意味があることだというふうに考えておりま

すので、この点については報告させていただきたいと思っています。 

 あと、皆さんのほうから、放課後児童クラブ以外にこの点はというような御意見があり

ましたら、お伺いしたいと思いますが。 

（発言する者あり） 

 では、内容につきましては、正副委員長一任ということでお任せいただいてよろしいで

しょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 それでは、次に決算以外の議案について採決を行います。 

 まず、お伺いいたします。当委員会に付託された決算以外の議案について反対意見はご

ざいますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 反対意見はないようでございますので、一括して簡易採決を行いたいと思いますが、御

異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしということですので、一括して簡易採決を行います。 

 お諮りいたします。当委員会に付託された第63号から第65号議案、第80号及び第81号議

案について、可決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。よって、以上の諸議案は可決すべきものと決定いたしました。 

 以上で当委員会に付託された議案の採決を終了いたします。 

○松永憲明委員 

 補正予算についてですけれども、先ほどまでクーポン支給の問題についていろいろ議論

して、執行部とのやり取りもしながら、委員会としては現金支給でお願いしておるという
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ことで執行部も了承いただいたわけですけれども、これについて附帯決議をぜひお願いし

たいと思います。それで協議していただけませんでしょうか。 

○村岡委員長 

 ただいま松永憲明委員より、第63号議案の議案に対し附帯決議を付してほしいという御

意見が出されました。この点について、ほかの委員の皆様、何か御意見があればお伺いし

たいというふうに思います。 

○松永憲明委員 

 それで、まず最初に、この名称を変更するということでありましたので、クーポン支給

事業――ちょっと長たらしい言葉だったと思いますけれども、クーポン支給事業を現金支

給事業に変更して実施すること、何々することというようにお願いしたいなと思うんです。 

 2つ目には、現金支給の方法を早急に検討すること。 

 それから、3つ目が市民への事業内容の変更の周知、これを早急に実施すること。マス

コミ報道、それから、市報でも既に周知されてしまっているという形ですけれども、早く

これを打ち消さないとですね、訂正していかなきゃいけないと思いますので、市民への事

業内容の変更についての周知を早急に行いなさいと。 

 それから、4つ目には、議会の承認を得て予算を執行すること。つまり、委員会のほう

に研究会案件で出すということだったと思うので、そこの議会というのがどういう表現が

いいのか、ちょっと変更があるかも分かりませんけれども、とにかく何らかの形で、この

委員会には最低限でも報告しながら、承認を得て執行するということが必要ではないかと

思います。 

○村岡委員長 

 では、確認させていただきます。 

 まず、事業内容がクーポン券から現金に変わったということで、まず、現金支給を行う

と、必然的に名称はその時点で変更になっていくかなと思いますけれども、しっかり現金

支給という部分を求めるという部分、それと、現金支給であれば、その方法について早急

に、いわゆる制度設計ですね、これをすることと、次に、既に周知されている部分につい

ては、支給方法が変更になったというような部分をしっかり周知広報する必要があるので、

早急なその分についての対応を求めることと、議会の承認というような言葉でしたが、基

本的に議会にしっかり適宜報告しながら事業に取り組むことというような内容であったか

なというふうに思います。あと、ほかに御意見をお伺いしたいと思います。 

○福井委員 

 おおむねそれでいいと思っていますが、4番目の部分で、議会の承認というよりも、こ

れは執行部としても、それで現金給付となっておりますので、要は執行に当たっては適宜

議会への報告をするということをきちんと明記してもらったらいいのではないかと思いま

す。そういうふうに提案したいと思います。 
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○村岡委員長 

 これは議論の論点も、以上出されてあったような4点が主だったかなというふうには思

います。 

○山下委員 

 決算の附帯決議のときには、理由と背景とかいって別で述べたりしますが、この場合は

そうしないのであれば──するんですかね。いや、本当は、一目見て、一つのシートを見

て、何でそうなったかというのはやっぱり述べるべきではないかと思うんですよね。クー

ポンで提案されていたけれども、高齢者、障がい者の方たちにとって、きちんと利用され

るようにするには現金のほうがふさわしいと委員会としては判断したというところをき

ちっと私は入れたほうがいいんじゃないかと思うんですよ。なぜクーポンじゃ駄目だった

のかというところが決議の中にも述べられるべきではないかなと。 

 あと、リサーチのことも結構言われていたし、この間ずっといろんなことをするときに、

リサーチ不足ということが他からも指摘されていたと思いますので、こうした新しい取組

のときにはきちんとリサーチ、関係者の意見聴取とか、そういうことを十分に行いながら

進めることとかいうことが入ったほうがいいのではないかなと思いますけど。今回も、

クーポンを支給しますけどどうですかという聞き方をすれば、クーポンありがとうという

話でしたということで、そもそもクーポンしか考えていなかったからではあるんですが、

やっぱりそういうことをするときに、どっちがいいのか、どうしたらいいのかということ

をもうちょっと慎重に検討しながらやってほしいなということを、これは出てきた意見

だったと思うので、そこは盛り込んだらどうかなと思いますけど。 

○村岡委員長 

 事務局、まずこれは、理由、背景は通常、こういう場合の附帯決議でもつけていますか。

──事務局のほうから何か補足がございますでしょうか。 

○倉持議会事務局副局長兼議会総務課長 

 理由、背景という形でつけないのであれば、本文の中に幾らかそういった部分を入れる

ということは可能かと思います。 

○村岡委員長 

 では、求める決議としての項目の前段としての経緯、背景という部分が、決議文の1枚

の中に収まっているというイメージでよろしいですか。 

○倉持議会事務局副局長兼議会総務課長 

 作り方なんですけれども、その要因みたいなところですね、どうして現金支給を求める

のかと。例えば、高齢者にとってその利便性があるとか、そういった感じで文言を少し加

えてはいかがかなというふうに思っていますが。 

○村岡委員長 

 では、先ほどのような内容も盛り込んだ形のものというようなことでよろしいでしょう
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か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 あと、ほかに皆さんのほうから盛り込むべき内容等々。 

○西岡真一副委員長 

 先ほど山下委員から、事前のリサーチ不足、リサーチが足りていなかったと、そのこと

を何らかの形で盛り込むべきでなかったかという御意見がありました。執行部の大城さん

たちの答弁を聞いておりますと、まずやっぱり現金支給も彼らは検討していました。現金

支給する方法も、リサーチは一応かけた上で、最終的にはクーポンというのを選択したと

いうことがありましたから、必ずしも事前のリサーチが全く不足していたとか、そういう

認識には私は立っておりません。一応これも少数意見ですけれども、申し述べさせていた

だきます。 

○山下委員 

 そこのやり取りに関しては、聞きましたかという福井委員の質問に対して、それから、

お昼休みにもこうやって聞きましたよというのを午後から言ったときについても、クーポ

ンを支給しますけどどうですかという聞き方をしたけれども、現金と比べてどうかという

聞き方はしていませんという答えだったと思います。だから、現金についてリサーチはし

ていない。もちろん検討はしていますよね、クーポンか現金かと。だけど、クーポンとい

う頭がずっとあったので、リサーチする上で、そこはどう捉えるかだと思いますけれども

…… 

○村岡委員長 

 すみません、私の捉え方でいいですか。リサーチの部分については、山下委員は支給を

受けられる側の人数把握という部分でのリサーチで、副委員長が言われているリサーチと

いうのは、現金支給をするに当たっての可不可というか、そういった部分のリサーチなの

で、という部分でのリサーチの表現なので、ちょっと論点が違う、同じリサーチという言

葉ですけれども、対象がちょっと違うから、そこはちょっとかみ合わないなというところ

です。 

○重田委員 

 山下委員の意見なんですけど、私もリサーチは必要ないんじゃないかなと思います。 

○西岡真一副委員長 

 支給を受けられる方々にリサーチすれば、恐らくほぼ100％現金を下さいと言われると

思います。私でも聞かれれば、クーポンか現金かと言われれば現金ですから、そのリサー

チではなくて、先ほどありましたように、支給の方法とかですね。これも少数意見として

この間申し上げましたけれども、現金とクーポンとで事業の効果、使われ方、使われるか

どうかということ、使われる時期は明らかに違ってくると私は思っておりますけれども、

その効果自体にそれほど大きな優劣を見いだすことはできなかったというのが、私のこの
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委員会を通じての所感です。以上でございます。 

○福井委員 

 といったようなことからすると、先ほども委員長が言われたように、項目だけの附帯意

見じゃなくて、前文にちょっと――中にあって、そこでリサーチはちょっと入ってもいい

と思うけれども、項目としては、今言われたものを含めて4項目ぐらいにすれば一番適切

じゃないかなと思いますけど、そういうまとめ方をお願いできればと思いました。 

○松永憲明委員 

 福井委員言われるように、理由、背景の中にそのリサーチのこともちょっと触れるとい

う程度でいいんじゃないかなと思いますが。 

○山下委員 

 だから、流れのところを、なぜそういう決議に至ったかをきちっと踏まえてもらえば、

私もそれはそれでいいんですが、要するに、そういうところが決定的に不足していたのは

間違いないわけで、だからこういうことになったということでね、ちゃんとどっちも聞い

ていた上で、自信を持ってクーポンだと言われているのとやっぱり今回違っていたから

クーポンから現金になったということでもあると思いますので、流れのところをしっかり

書いていただければいいと思います。 

○村岡委員長 

 それでは、まず、皆さんからいただいた意見を基に、正副委員長のほうで協議させてい

ただいて、素案の決議文を出させていただきたいと思います。いわゆる作文になりますの

で、ちょっとお時間をいただきたいというふうに思います。時間を区切るとちょっと難し

いので、でき次第…… 

（発言する者あり） 

 3時で再開できるように取り組みますが、無理な場合は事務局より順次、各部屋に連絡

させていただきますので、ちょっとお時間をいただきたいと思います。 

 では一旦、休憩を取らせていただきます。 

◎午後2時28分～午後3時19分 休憩 

○村岡委員長 

 では、福祉教育委員会を再開いたします。 

 では、事務局より附帯決議案のほうを配付させていただきますので、御確認くださいま

すよう、よろしくお願い申し上げます。 

◎追加資料配付 

○村岡委員長 

 では、御覧いただいている内容について、大まかな構成等で確認させていただきたいと

思います。 

 通常、附帯決議の文で枕の部分、「以下の意見を」ということで書き出しをしまして、
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事業名を掲示しまして、この事業に対する委員会の中で出てきた意見、改善するべき点と、

こういうようなことで出しております。 

 以上のことを踏まえ、先ほどリサーチのお話もありましたけれども、事前の調査、検討

が十分ではなかったのではないかというようなところで表現させていただいております。 

 あと4項目につきましては、基本、松永憲明委員のほうから御指摘いただいたような内

容、事業名の変更でありますとか広報の方法、最後4点目につきましては、福井委員から

も御意見を出していただきましたとおり、適宜報告というような感じでまとめさせていた

だいている内容となっております。 

 早急に作りましたので、若干「てにをは」とか、気になる点があるかもしれませんけれ

ども、お気づきの点があれば、まず御意見をお伺いしたいというふうに思います。 

○重田委員 

 2番の、現金支給の方法について早急に検討を行うこと。基本的に、部長の答弁では振

込という答弁でしたよね。これは必要ですかね。もう現金ですることを言ったら、あと方

法について、進捗状況等について適宜議会に報告するという部分でいいんじゃないかなと

思うんですけど、どうなんでしょうか。 

○村岡委員長 

 今、重田委員のほうから、2項目に挙げている現金支給の方法については、答弁の中で

口座振込の方法、確認書を送付するでありますとか、結構具体的な形で検討をなされて、

それに向けての進捗を確認していくというような形での答弁ではなかったかと。この分に

ついては必要ではないのではないかなという御意見でございます。 

 まずは、それに限らず御意見を出していただければと思います。 

○山下委員 

 1番のところで、クーポン券には利用期限がありというふうに書いてあるんですが、利

用期限はもちろんなんですが、利用期限はいろいろ出てきた中の一つだと思うんですが、

最もあれなのは、使い勝手が悪いという部分だったと思うんですよね、この場合。だから、

もちろん後のほうに、現金を支給するほうが利便性は高いとは書いてあるんですが、これ

はイメージとして、要するにクーポンしか使えなかったら、そもそもの目的が、老齢福祉

年金が引き下げられる。光熱水費が上がるなどの影響を受ける人たちに対する生活の支援

だという目的に照らしたときに、クーポン券の場合、期限とか使い方に対して制限があっ

て、現金のほうは利便性が高いんだということじゃないかなと。だから、やれ借金返済に

使うなとか、何とかかんとかという理由がつけられてしまうよりも、どういうふうにして

も、いつまででもいいように使えるという意味での現金だというのが、もともと議論が深

かったところだったと思うので、期限だけを書くとちょっと違うかなと、もう少し使い勝

手の部分を表現できないかなと思うんですが。 

○村岡委員長 
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 では、クーポン券には利用期限や使途に制限があり…… 

（発言する者あり） 

 用途に制限、制約…… 

（発言する者あり） 

 その分と、おっしゃっていたのは借金返済だとかというけんが、用途の制約。ただ、

やっぱり期間と用途の制約という部分がすっきり、2つは付しておいたほうがいいという

ことですね。期限だけではなくてね。使い道ですよね。 

○山下委員 

 実際、例えば1,000円あって、1,000円の5枚と書いてあったけど、800円とか600円しか

要らない人が、当然お釣りはもらえないから、1,000円以上使わなくちゃいけなくなると

かいうことをね、そういう余裕がないと思われる人たちにまで強いていいのかということ

でもあるわけなので、何かその辺が、そもそもの目的とこのやり方との関係でちょっとそ

ごがあるんではないかというところだと思うんですけど、一般的な経済浮揚のためのクー

ポン券を否定しているわけではないので、そこのところをきちっと整理したほうがいいか

なとは思うんですけど。 

○村岡委員長 

 では、この枕の部分に、本来の目的が高齢者、また、障がい者への福祉の目的、生活支

援であるにもかかわらずという…… 

（発言する者あり） 

 そうですね。利用に制約があり。 

（発言する者あり） 

 今、御意見としては、利便性は高いというよりかは、支給するほうがふさわしい。 

（発言する者あり） 

 今整理した部分を、事務局、大丈夫ですか。 

○議会事務局職員 

 すみません、事務局がマイクを使用しますが、先ほどの1番の黒ポツ1個目の御意見いた

だいた内容をまとめた内容として、この事業の目的が、65歳以上の高齢者及び65歳未満の

障がい者の生活支援であるにもかかわらず、クーポン券には利用期間及び用途に制約があ

り、支給対象者にとっては現金を支給するほうがふさわしい。 

 もう一度申し上げますね。この事業の目的が、65歳以上の高齢者及び65歳未満の障がい

者の生活支援であるにもかかわらず、クーポン券には利用期間及び用途に制約があり、支

給対象者にとっては現金を支給するほうがふさわしい。 

○村岡委員長 

 それでは、以上の点を──当然、修正した分は必要でありますが、今、共通認識として、

今の内容で進めさせていただいてよろしいでしょうか。 
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 あと、重田委員から御指摘がありました(2)の早急に検討を行うことというような部分

については、重複というか、既に答弁が出ているものではないかという御指摘もあります

ので、これを外す、基本的にはその確認書の送付とかという手続は口座振替が想定として

の内容ではありますので、この点については附帯決議では求めなくてもいいのではという

ような御意見でありますが、この点よろしいですか。 

（発言する者あり） 

 当然、その後の最終的な決定の報告は…… 

（発言する者あり） 

 では、2番は取る方向の御意見が多いかなというふうに思っております。 

 現金支給で考えられるのは、基本的に現金書留で送るか口座振替かというようなところ

の第1弾の検討は既にされてありまして、現金書留で行う方向についての事務量の大きさ

とか、実際配達も厳しいということで、念頭に置かれている12月中に配達が終わるという

のは現実的には厳しいという、配達の状況を見てもあったので、現金書留はという話でし

たので、あと、現金支給ができる方法は、基本的に口座振替しかないのかなと。 

（発言する者あり） 

 そうですね。その点については。 

 では、2番は削除するという方向で、本来であれば、この修正したものを改めてという

部分ではありますが、もし委員の皆さんでさっきの内容が共通認識として取れているので

あれば、この分をもって採決まで行っていいでしょうか。それとも、きちっと紙が欲しい

でしょうか。 

○重田委員 

あるにこしたことはなかばってん。また、修正する時間は必要。 

（発言する者あり） 

○村岡委員長 

 すみません、これはこの後の採決として準備していたものですので、まだこれは配布─

─では、きちっと文章として、またちょっと作成で時間はかかりますが、どうですか、休

憩は休憩ですけれども、この場で出来上がりを待つ。 

（発言する者あり） 

 じゃ、文書を待ちますね。じゃ、事務局、すみませんが、今修正が入った分を再度清書

という形でよろしいですか。 

（発言する者あり） 

 様式が違う。裏を見ていただければ。今回修正させていただいた内容で、この形式にな

るということです。 

◎追加資料配付 

○村岡委員長 



- 24 - 

 まず、では、今修正していただいたものを事務局から配っていただきましたので、私の

ほうで読み上げたいと思います。文章のほうからです。 

 本議案の審査の結果、予算執行等に当たって、次の意見等を付すので、対応されるよう

求める。 

 1、高齢者・障がい者支援クーポン券支給事業。 

 この事業に関する審査において、以下の点で問題があると認められた。 

 この事業の目的が、65歳以上の高齢者と65歳未満の障がい者の生活支援であるにもかか

わらず、クーポン券には利用期間及び用途に制約があり、支給対象者にとっては現金を支

給するほうがふさわしい。事業が地域経済対策を兼ねていることは理解できるが、支給対

象者が必要とする店舗が参加するかが不透明である。 

 以上のことなどから、事業の制度設計について、事前の調査、検討が十分ではないと考

えられるため、事業の実施に当たり、以下の事項について対応を求める。 

 1、支給対象である高齢者及び障がい者にとって、より利便性が高く、公平で確実な支

援とする観点から、現金支給とし、事業名を変更すること。 

 2、事業内容の変更について早急に市民へ広報を行い、周知を図ること。 

 3、事業の進捗状況について、適宜、議会へ報告を行うこと。 

 以上、決議する。 

○重田委員 

 「以下の点で問題があると認められた」ということで、一番最後、「ふさわしい」に

なっとっばってん、問題点があるということであるなら、元の文章がよかかなと。現金を

支給するほうが利便性が高い。問題点があるよね。どがんかな、その表現の仕方。そうい

う問題点があって現金、ふさわしいというとはおかしかですよね。どうですかね、その辺。

そいけん、そういう問題点がある、利便性がこっちのほうが高い、そいけんが下のあれで

すよね、現金支給としなければならない、してくださいということですよね。これでよか

と思うなら、私もあんまり国語は得意やなかばってんが、その辺どうでしょうか。 

○福井委員 

 言われると、全くそのとおりだなと思いました。つまり、この事業に関する審査におい

て、以下の点で問題があるということになれば、ここでどっちかがふさわしいという表現

は、ちょっとまずいかなと。結論が出てしまっている。だから、そうなると、クーポン券

の利用期間及び用途の制約があり、支給対象者にとっては利用しにくいというような感じ

の結論にしとったほうがいいかなという感じですね。つまり問題点があるのは、大きくは

2つだということで、利用しにくいのと、必要とする店舗が参加するかが不透明であると、

この大きな2点ということになってくるので、ある面では、だから否定的な要素の文章に

していたほうがいいだろうと思いました。 

○村岡委員長 
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 あくまで問題点の列記ということであれば、ポツ2つは否定的な表現でとどめて、あく

まで問題点がこれだというような示し方がいいということですね。 

○山下委員 

 それだったら、ずっと言われていたのは、支給対象者によっては使われない可能性もあ

るとかいうのを言っていた、いや、問題点を言うならばですね。利用期間及び用途に制約

があり、支給対象者によっては活用されない可能性もある。 

○村岡委員長 

 活用されない可能性があると、そこは言い切っていいんじゃないでしょうかね。可能性

があるというのは執行部も認めている発言ではありましたね。 

（発言する者あり） 

 「によっては」ですね。 

 じゃ、先ほどの部分ですね。「制約があり、支給対象者によっては利用されない可能性

がある」、この内容でよければこれで採決に進んでいいですか。またさすがに──いいで

すか。 

（発言する者あり） 

 よろしいですか。 

 再度確認で読みます。ポツの点だけ読みます。この事業の目的が、65歳以上の高齢者と

65歳未満の障がい者の生活支援であるにもかかわらず、クーポン券には利用期間及び用途

に制約があり、支給対象者によっては利用されない可能性がある。 

 これでいいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 それでは、ほかに修正もないようでございますので、これより附帯決議案について挙手

により採決したいと思います。 

 なお、挙手されない場合は反対として取り扱います。 

 お諮りいたします。第63号議案に対し、お手元に配付の附帯決議を付することに賛成の

方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

 賛成多数と認めます。よって、第63号議案に対し、お手元に配付の附帯決議を付するこ

とに決定しました。 

 では、事務局、資料を配付してください。 

◎追加資料配付 

○村岡委員長 

 文言については先ほど修正された内容でということで御理解いただきたいというふうに

思います。 

 では、ただいま決定いたしました附帯決議につきましては、お手元の別紙2のとおり、
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当委員会提出の附帯決議案として、佐賀市議会会議規則第14条第2項の規定に基づき、委

員長名をもって本会議に提出したいと思いますので、このことについて採決いたします。

採決につきましては、簡易採決で行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしということですので、簡易採決を行います。 

 お諮りいたします。当委員会として、別紙2のとおり、附帯決議案を本会議に提出する

ことに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。よって、当委員会として、別紙2のとおり、附帯決議案を本会

議に提出することに決定いたしました。 

 次に、決算以外の議案審査に関する本会議での委員長報告についてはいかがいたしま

しょうか。 

（発言する者あり） 

 内容についても正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 それでは、そのように取り扱います。 

 最後に、委員会の会議録が公開されることに伴いまして、委員会における字句、数字そ

の他の整理についてお諮りいたします。本委員会の会議録につきまして、字句、数字その

他の整理については、委員長に委任されたいと思いますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議ないようでございますので、委員長に委任することに決定いたしました。 

 以上をもちまして、福祉教育委員会を終了いたします。お疲れさまでした。 

 

 

                      令和  年  月  日 

                        福祉教育委員長 村 岡   卓 

 


